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第５章 水道事業の目指すべき目標と実現方策 

水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

１．目指すべき目標 

 

 平成 23年１月策定の旧水道ビジョンの基本理念 〃安全で良質な水を次世代につなげ、変

わりゆく水道環境に柔軟に対応できる｢なかのし｣の水道〃 を目指し｢安心｣｢安定｣｢持続｣｢環

境｣の目標についてのさまざまな施策を実施してきました。 
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第５章 水道事業の目指すべき目標と実現方策 

水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

 

 

 新水道ビジョンは、旧水道ビジョンの基本理念を継承し、取り巻く近年の状況と将来の水

道のあるべき姿を考え「安全」「強靱」「持続」としました。 
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水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

２．新水道ビジョンの体系 

 

 新水道ビジョンの基本理念は、旧水道ビジョンの基本理念を引き継ぎ、本市が目指すべき

方向、理想像へ向かって事業経営を進めます。 

将来の水道事業環境は、給水人口の減少に伴う給水収益の減少、水道施設の老朽化と共に

施設更新需要の増大、近年頻発する自然災害にも対処する必要があります。 

新水道ビジョンは、旧水道ビジョンからの継続課題を継承しながら、様々な課題を踏まえ

て、今後 10年間（令和２年から令和 11年）の基本目標と施策に取り組み、利用者に信頼さ

れる水道事業を目指します。 
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第 5 章 水道事業の目指すべき目標と実現方策 

水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

基本目標１．安全で豊かな水を届ける水道 

 

水道事業の原水は、水源から河川表流水や地下水を取水後、浄水処理を行い利用者へ供給

しています。水源は年間を通して気象変動等の影響を受けやすく、水量の減少や豪雨に伴う

濁度の上昇などさまざまな点に注意する必要があるため、水量･水質の管理を適切に行い安全

で豊かな水の供給を目指します。 

 

施策（１）水運用による効率的な供給 

 

● 安定した水道水の供給 

給水人口の減少は施設稼働率の低下、生活用水需要の減少を来しますが、業務・営業

用、工場用へ大切な水道水を有効活用し安定供給するため、水運用により過不足無く効

率的に供給することを目指します。 

新井工業団地 

高丘工業団地 

田麦水系 

戸狩・竹原水系 

中野水系 

北部水系 

豊田水系 

水運用により効率的な供給を目指します。 

過不足無く効率的に水道水を供給するため、水運用により効率的な供給を目指します。 

高丘工業団地 

全国一位のエノキ茸生産 
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水 清 き 故 郷 の 水 道 

● 水源の保全と水質事故防止 

水源の保全と水質事故防止のため、水源上流及び周辺での開発行為等に関する情報収

集と情報交換を関係機関と共に行います。 

また、近年では局地的な集中豪雨が頻繁に発生することから、豪雨による河川水質の

急激な濁度上昇、豪雨を起因とする油、薬品等の流出による河川水の汚染を防ぐため、水

源の保全に努めます。 

 

河川表流水を取水する中野第２水源は上流域（着色箇所）に農地、温泉、民家があるため、関

係機関との情報交換、情報収集を行い、水質事故防止に努めています。 

中野第２水源 
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水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

施策（２）水質管理の強化 

 

● 水質検査計画・結果の公表 

水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺環境等を総合的に検討し、事業者自らの判断

により水質検査内容を定めた水質検査計画を作成し、毎事業年度の開始前に利用者へ情

報提供することとされています。 

水質基準を満たして安全に供給されていることを、利用者がいつでも確認できるよう

にするため、水質検査計画と検査結果を本市ホームページで公表します。 

 

● 常時自動監視による水質事故への備え 

各種監視機器、水質計器による常時自動監視と警報装置により、水源水質事故発生を

未然に防ぐシステムを継続して使用し、水質事故発生時には、迅速な対応が可能となる

よう、危機管理に努め、安心して利用できる水道とします。 

 

● 水質事故による緊急時体制の強化 

各関係機関との連絡体制を整えていますが、連絡網や連絡経路の見直し、対応マニュ

アルの共有化や見直しにより、緊急時の効率的な対応のための連携・連絡体制を強化し

ます。 

 

● 適正な水道塩素濃度の維持 

いつでも、どこでも安心して安全においしい水を利用していただけるように、適正な

残留塩素濃度の管理のため、水質計器、注入設備の保守点検を行うなどの適正管理に努

めます。 

 

● 断水を未然に防ぐための施設・設備の保守点検 

施設での故障・事故を防止するため、各機器・設備等の点検を日常点検及び定期点検に

より、水道施設停止となる事態を防ぎます。 

日常点検及び定期点検の方法は、施設規模、施設周辺環境、施設老朽度により適時見直

しを行い、合理的な保守点検を実施して、水道水の減断水防止に努めます。
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安心して利用できる水道を目指して 

いつでも、どこでも安全・安心な水道水を途切れることなく 24 時間供給するため、国の水質基

準と共に独自項目による検査を実施して、原水水質から浄水場における適切な浄水処理、送水施

設、配水施設を通じて利用者に届くまで、水質管理の強化を実施します。 

  

検査名 検査地点 箇所数 検査頻度 検査項目 摘要

原水定期検査 原水（水源） 17 年１回 原水全項目 ※１

浄水定期検査 浄水（給水栓） 14 月１回 基本項目 ※２

色 異常の有無

濁り 〃

消毒の残留効果 0.1㎎/L以上

残留塩素

※１：水質状況に応じて、頻度を設定して実施しています。また、クリプトスポリジウム等の検査を実施しています。

※２：基本項目以外は、水質状況に応じて頻度を設定して実施しています。

毎日検査 浄水（給水栓） 11 毎日

水質検査計画の概要
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水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

基本目標２．災害に強く安定供給できる水道 

 

自然災害が頻繁に発生する近年において、施設の耐震化は急務ですが、限られた財源を有

効に活用するため、重要給水施設（災害拠点病院、避難場所、福祉施設、市役所等防災拠点へ

の供給）や優先度を踏まえた耐震化を進めます。 

 また、施設の耐震化などハード面の整備と共に災害時の応急活動体制の整備など、ソフト

面での対応が必要となるため、両者の整備を進め安定供給できる水道を目指します。 

 

施策（１）計画的な更新による災害への備え 

 

● 重要給水施設へ供給する施設の耐震化  

長野県地震被害想定調査報告書（平成 27年３月）を基に耐震詳細診断を行い、最適な

方法で施設の耐震化を進めています。耐震化を最優先する施設及び管路は、浄水施設、配

水池等の基幹施設、自然災害時に特に給水が必要な重要給水施設へつながる施設の耐震

化を優先的に行います。 

 

● 栗和田浄水場の更新による耐震化 

老朽化した栗和田浄水場は、令和６年度から浄水施設の更新に着手し、令和 13年度か

ら供用開始を予定しています。更新に合わせ耐震化を図ることにより、災害時において

も確実に浄水処理を行い、水道水を供給することが可能となります。 

 

● 横断部管路の耐震化 

重要給水施設へつながる管路の耐震化率向上を目指し、管路網の耐震化を進めていま

す。過去の地震災害では、水管橋・伏越し部等の継手離脱や破損の事例があるため、この

様な箇所も含めた耐震診断・点検により耐震化を進めます。 

 

● 重要給水施設以外へ供給する施設の耐震化 

重要給水施設以外へ供給する施設の耐震化は、耐震予備診断と耐震詳細診断の結果を

基に行い、最も経済的な方法により耐震化を進めます。耐震化は施設の重要度や老朽度、

緊急度を考慮して行います。 
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【指定避難場所・基幹管路位置図】 

重要給水施設へ供給する施設の耐震化 

 災害時の重要給水施設（災害拠点病院、指定避難場所、福祉施設、市役所等防災拠点）へ供給

する基幹管路は、災害時のライフライン機能維持のため、耐震管への布設替えを進めます。基幹

管路を構成する管種には、ダクタイル鋳鉄管（K 形）を使用する箇所があり、条件により耐震適

合管（良好な地盤埋設において耐震性を有する）と非耐震管（沈下が生じやすい悪い地盤に埋設

のため耐震性が無い）として布設替え計画を進め、基幹管路への効果的な投資を行います。  

 

 

 

※指定避難場所は中野市くらしと防災ガイドブック2023 年保存版による。 

番号 施設・場所名
① 中野小学校体育館
② 中野西高等学校体育館
③ 南宮中学校体育館
④ 中央公民館講堂
⑤ 市民体育館
⑥ 中野立志館高等学校体育館
⑦ 農村環境改善センター
⑧ 福祉ふれあいセンター
⑨ 市民会館
⑩ 日野小学校体育館
⑪ 延徳小学校体育館
⑫ 中野平中学校体育館
⑬ 平野小学校体育館
⑭ 高丘小学校体育館
⑮ 西部文化センター（西部公民館）
⑯ 屋内運動場
⑰ 子育て支援拠点施設〔ハブリック〕（旧長丘小学校体育館）
⑱ 高社小学校体育館
⑲ 高社中学校体育館
⑳ 北部公民館
㉑ 旧倭小学校体育館
㉒ 豊田庁舎
㉓ 豊田文化センター（豊田公民館）
㉔ 豊田中学校体育館
㉕ 豊田小学校体育館
㉖ 旧永田小学校体育館（ふるさと交流拠点施設）
㉗ 旧永田保育園
㉘ 障がい者デイサービスセンターいこいの里
㉙ 発達サポーターズねくすと
㉚ 中野保健センター
㉛ デイサービスセンターながでんハートネット中野
㉜ デイサービスチャレンジチャレンジ
㉝ 宅老所縁が和
㉞ グループホーム風のコテージ
㉟ 宅老所ぽぽんた
㊱ 特別養護老人ホームフランセーズ悠なかの
㊲ 総合安心センターはるかぜ
㊳ 北信総合病院老人保健施設もえぎ
㊴ 宅老所ひなたぼっこ
㊵ デイサービスセンターながでんハートネット中野江部
㊶ あんげんじ敬老園デイサービスセンター
㊷ グループホームこだま
㊸ デイサービスセンター湯処ながみね
㊹ 特別養護老人ホーム高社の家
㊺ こうしゃ敬老園デイサービスセンター
㊻ ツクイ中野新井
㊼ 生活介護事業所きなり
㊽ 障がい者支援施設のぞみの郷高社
㊾ 中野市デイサービスセンターさくら（すみれ）
㊿ 特別養護老人ホームふるさと苑

指定避難場所
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耐震管の構成比率 

 耐震管の構成比率は、非耐震管が 66.7%、ダクタイル鋳鉄管（K形）17.6%、耐震管

が 15.7%です。ダクタイル鋳鉄管（K形）は、岩盤・洪積層などに埋設される箇所では、

耐震適合管となります。 

【耐震管の構成比率】 

耐震管  ：レベル２地震動（当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを

有するもの）において、管路の損傷や継手の離脱などの被害が軽微な管。液状化などによる地盤変状に対し

ても、同等の耐震性を有する管。ダクタイル鋳鉄管（NS・GX形）、高密度ポリエチレン管など。 

耐震適合管：レベル２地震動において地盤（岩盤・洪積層など）によっては、管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な

管。ダクタイル鋳鉄管（K形）など。 

非耐震管 ：耐震管、耐震適合管以外。硬質塩化ビニル管 RR・TS継手、石綿セメント管など。 

管路の構成比率 

 管路の構成比率は、水源から原水を浄水施設へ導水する導水管が 3.5%、浄水施設から

配水池へ浄水を送水する送水管が 7.9%、配水池から給水装置へ浄水を配水する配水管が

88.6%です。導水管及び送水管、災害時の重要給水施設へ配水する配水管は基幹管路で

す。 

 配水管が占める比率は、最も大きいため、基幹管路など重要度、優先度を考慮して管路

の耐震化を進めます。 

【管路の構成比率】 
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【栗和田浄水場の状況】 

【高速凝集沈澱池の状況】 

【伊沢川から取水する中野第２水源】 

老朽化した栗和田浄水場は、更新により耐震化するため、災害時においても確実に浄水処理を

行い、利用者に水道水を供給することが可能となります。 

【急速ろ過池の状況】 

耐震予備診断・耐震詳細診断 

 耐震予備診断は、施設の現状目視による劣化状況と建設時の耐震基準に照らし合わせて、耐震

性の有無を大まかに診断する方法です。耐震詳細診断は、施設の構造図、配筋図、地質調査結

果、地盤の地震時液状化の状況、診断対象施設からコンクリートコアを採取して測定した強度等

を判定資料として、最新の設計指針に基づき構造解析を行う診断方法です。 

【老朽化の状況】 
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水 清 き 故 郷 の 水 道 

 
栗和田浄水場の更新工事は、令和６年度から令和 13 年度を予定しています。 

【更新計画平面図】 

【現況平面図】 

更新による利点 

● 沈澱池が不要となるため、施設の省スペース化が可能です。 

● 省スペース化により既存の浄水場敷地内に建設可能です。 

● 自然災害時においても確実に浄水処理を行い、水道水を供給することが可能です。 

● 浄水処理運転管理に熟練技術を必要としないため、完全自動化が可能です。 

浄水棟 

浄水池・脱泡槽 

濃縮槽・排水排泥池 
脱水機棟 
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基幹管路水管橋等の耐震点検 

 厚生労働省の東日本大震災水道施設被害状況調査最終報告書（平成 25 年３月）では、地震動に

よる橋台の移動、地盤滑り出しによる伸縮可とう継手からの漏水が報告されています。基幹管路

が被災した場合、全ての管路が管網では無いため、応急復旧に時間を要する恐れがあります。 

 災害時においても基幹管路がライフラインとしての機能を果たすため、水管橋等の耐震点検を

実施して、更新または補強、修繕が適切か管理するための調査を進めます。 

【東日本大震災で被災した水管橋等】 ※厚生労働省報告書より 
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施策（２）災害時対応体制の強化 

 

● 災害時対応体制の強化 

日本水道協会中部支部との「災害時相互応援に関する協定」長野県水道協議会による

「水道施設災害等相互応援要綱」中野市水道工事協同組合と「災害時における上水道施

設応急措置に関する協定」を締結しています。 

今後もこれらの協定を通じて、災害時対応体制の整備を更に進め、災害時における人

員確保及び資機材確保が可能な応急体制とします。 

 

● 利用者・関係者と連携した災害への備え 

本市は災害に対する備えについて理解を深め、災害発生の早い段階から応急給水活動を行

うため、利用者関係者と連携して災害へ備えます。 

【防災フェアの様子】 

給水車 

仮設給水蛇口 給水車 

仮設給水蛇口 

【応急給水活動 平成 23 年３月 栄村 長野県北部地震直後】 

本市給水車による応急給水活動 

非常用飲料水袋 

【関係者との訓練実施】 長野県北部地震での応急給水活動等の経験やこれまでの被災地支

援で培った活動力と技術力を生かして、他の関係者との定期的な合

同の災害対応や応援訓練などを継続実施して、より円滑な相互応援

態勢を構築します。また、災害時活動の経験の無い若手職員に対し

ては、災害時対応についての技術継承を行います。 
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第 5 章 水道事業の目指すべき目標と実現方策 

水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

基本目標３．次世代へつなぐ水道サービス 

 

給水人口の減少に伴う給水収益の減少が予測される一方、施設の老朽化に伴う更新需要は

増大することが予測されます。持続可能な水道事業を目指すため、施設と経営の健全性を維

持しながら、次世代へつなぐ水道サービスを目指します。 

 

施策（１）健全な施設・経営の維持と継承 

 

● 経済的、効率的な施設更新 

平成 29 年度から導入したアセットマネジメントの活用により、更新需要を平準化し

た経済的、効率的な施設更新を行います。施設の劣化・老朽化は建設場所の環境等にも大

きく影響を受けるため、法定耐用年数を超えても健全な状態が維持されている場合には、

補修・修繕等により健全性を維持しながら使用を続けます。 

 

● 経済的、効率的な維持管理 

施設を監視する遠方監視システムは、施設の異常・故障を通報することに加え、年間を

通しての運転状況についても記録を行っています。年間を通しての異常・故障の記録及

び運転状況の記録は施設の異常を予測するデータとして重要です。そのため、これらの

データを活用して、経済的、効率的な維持管理を進めます。 

 

● 危機管理に基づく断水の無い供給 

利用者に安心して水道を利用していただくため、未然に事故を防ぐ危機管理に取り組

み断水の無い供給を目指します。 

 

● 水道技術の継承 

水道技術・維持管理技術の継承は、困難な状況にありますが、水道事業を将来にわたっ

て引き継ぐために、技術・知識の継承に努めます。 

厚生労働省や長野県が進める各種検討会に積極的に参加して、先進の技術・事例など

の研究・検討により、最新技術の活用を目指します。 
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第 5 章 水道事業の目指すべき目標と実現方策 

水 清 き 故 郷 の 水 道 

持続可能な水道事業を目指して（アセットマネジメントの活用）   

【これまでの管路布設実績】 

【これまでの施設・設備の建設・設置実績】 

 現在保有する施設の取得実績から、これまでに整備した施設の多くが一斉に更新時期を迎え、施設の健

全性を維持するためには、多額の費用が必要となってきます。そのため、国や先進事業者の事例を参考と

し、水道事業独自の更新基準年数を設定しました。更新計画では、施設の重要度・優先度を考慮すると共

に施設の健全性を維持しながら更新需要と費用の平準化について 40 年間の計画を検討しました。 
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水 清 き 故 郷 の 水 道 
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 施設の重要度・優先度を基にした本市独自の更新基準年数の設定は、法定耐用年数のみで更新する場合

と比較すると、施設全体への効果的な投資と共に更新需要と費用の縮減が可能となります。 

しかし、それのみでは、更新需要と費用が集中する年度があるため、更に現状の財政状況と事業費用実

績を考慮し、平準化を図り、財政面へ与える影響を最小限とする計画としました。 

【決定したアセットマネジメントによる本市の更新計画】 

【法定耐用年数で更新する場合の更新需要】 

【アセットマネジメントによる本市独自の更新基準年数で更新する場合の更新需要】 

栗和田浄水場更新工事 

栗和田浄水場更新工事 

栗和田浄水場更新工事 

［ 全ての施設を法定耐用年数で更新することは困難！ ］ 

［ 更新基準を設定することにより更新需要を縮減 ］ 

更新需要が集中する年度が見られるため、 

更に財政計画を試算して投資資金を平準化する必要がある。 

［ 財政面に与える影響を考慮して平準化 ］ 

水道事業で採用決定した更新計画 
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水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道事業が目指す職員像と技術継承 

 水道事業は、水の供給により、利用者の日々の生活や地域の農業・産業経済を支える重要なイ

ンフラであり、利用者への利便性向上にも配慮しながら、安全・安心でおいしい水を安定した水

量で継続的に供給しなければなりません。 

 次世代にわたり事業経営を継続するためには、エキスパート（専門家）となる人材を確保しな

がら、事務系専門、技術系専門それぞれの専門性の高い職員を育てる必要があります。職員数は

経営の効率化のため、少人数での経営が続くと共に、定期的に職員の他部署への異動が見込まれ

るため、水道事業を支える技術力の維持・向上、他部署から異動してきた職員の即戦力化が重要

な課題となりますが、各技術の継承を図り、水道事業が目指す職員の育成に取り組みます。 

各専門能力の向上 

 水道事業は、ライフラインとして重要な水道に携わる職員としての使命を重く認識して、さまざまの困

難な課題にも対応し解決に向けて自らの考えと行動により対処できる人材育成を目指します。 

 人材育成では、目指すべき職員像への各要素として、「経営力」「危機管理力」「判断力」「技術力」に着眼

して人材育成を行い、各能力を備えた職員が一体となって事業経営が向上することを目指します。 
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第 5 章 水道事業の目指すべき目標と実現方策 

水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

施策（２）利用者と共に歩み環境に配慮した事業継続 

 

● 利用者と共に歩む水道 

利用者と共に歩む水道を目指し、施設見学会や水道出前講座を開催しています。これ

からも利用者ニーズに沿ったサービスの向上を目指します。 

【施設見学会開催の様子】 

施設見学会を開催しています。 

 水道水がどの様にして浄水となり利用者へ供給されるかを知っていただくため、施設見学会を開催しています。 

豊井小学校 平野小学校 

平岡小学校 日野小学校 

中野小学校 

高丘小学校 
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水 清 き 故 郷 の 水 道 

利用者とのコミュニケーション形成によるサービス向上 

 これまでのサービス向上への取り組みは、利用者満足度向上のために、さまざまな施策や、水道事業が推進

する施策の情報発信を継続して行ってきました。その結果、利用者の水道事業への満足度は向上していること

が感じられる一方で、具体的な施策の内容についての認知度は低いと思われます。 

 将来においても高い満足度を維持しながら事業経営を持続するためには、給水人口減少に伴う水需要減少及

び給水収益減少や、老朽化する施設更新に必要となる費用増加などの、水道事業が直面する課題について、利

用者に理解が得られるように積極的に広報をする必要があります。 

 また、将来の水道事業のあるべき姿を利用者と共に考え、その実現に向けた各種施策を、利用者との合意形

成を築きながら推進する取り組みが必要です。 

  
【利用者とのコミュニケーション形成】 

水道出前講座を開催しています。 

利用者の皆様に水道事業について理解を深めていただくとともに、水道に親しみを持っていただくため

に、地域内の団体の希望に基づき当局職員がお伺いして水道の話をする水道出前講座を開催しています。 

【水道出前講座の様子】 
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第 5 章 水道事業の目指すべき目標と実現方策 

水 清 き 故 郷 の 水 道 

● 環境に配慮した事業の継続 

機械・電気設備更新時の高効率ポンプ・モータ採用による動力費削減、浄水処理用薬

品注入量の適正管理による薬品費の削減、漏水対策による、取水・浄水・送水施設のポ

ンプ設備での電力消費抑制により環境に配慮した事業継続に努めます。 

施設建設改良では、再生アスファルトや再生路盤材等を積極的に使用して、環境負荷

低減への貢献に努めます。 

 

 

 

再生アスファルト使用による環境負荷低減 

 アスファルト混合所では骨材加熱時、混合物製造時に消費される燃料から二酸化炭素などが排出

され、関連する機械設備や重機の稼働により化石燃料が使用されます。また、電力の使用により間

接的に二酸化炭素が排出されるため、環境への負荷を与えることとなります。そのため、再生アス

ファルトの利用は、化石燃料の使用を低減することにつながるため、環境への貢献が期待できます。 

 

高効率ポンプ 

水道施設での電力消費量は取水・導水・送水・配水が大きな割合を占めます。ポンプの新設・更

新時にはポンプ特性に合わせた永久磁石同期モータ等の高効率モータ、トップランナーモータを搭

載したポンプ採用により、エネルギー効率の向上、消費電力の削減を図ることができます。既存の

モータをエネルギー効率の高いモータに交換する場合もありますが、モータサイズ、定格回転速度、

始動電流、モータ発生トルクなどが変わる場合があるため、様々な検討を行う必要があります。 

高効率ポンプの工場製作 高効率ポンプへの更新 

新 

旧 
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第６章 財政収支の見通し 

中野市水道ビジョン 改定版（中間見直し） 



 

 水 清 き 故 郷 の 水 道 

第 6 章 財政収支の見通し 

 

１．水道事業経営の基本方針 

 

  第２章でも示したとおり、近年は、農業用及び工場用の水需要が増加傾向であったため、

全体としての水需要及び給水収益は増加しています。しかしながら、給水人口の一貫した

減少傾向に伴い、生活用水の利用は減少傾向にあり、また、今後は、農業用や工場用での

利用も、更なる節水や水道水から専用水道への転換などが想定されます。そのため、全体

としての水需要は減少するため、給水収益は減少していくものと予測されます。 

  短期的には、経営の健全性は類似の水道事業団体と比べても良好な水準を維持していま

すが、長期的には費用の抑制とアセットマネジメントによる計画的な更新を継続していく

ことが必須となります。 

 

 

２．将来の投資・投資以外経費の方針 

 

  水道事業は、アセットマネジメント手法による施設長寿命化と更新需要の平準化を行っ

て施設の健全性を維持し、安定供給に努めます。 

施設へ投資する収支計画は、老朽管更新、基幹管路耐震化、ポンプ設備更新、機械・電気

設備更新、配水池の長寿命化を計画します。投資財源は、企業債、他会計負担金、工事負担

金等によります。 

 

 

 

 

 

【将来の投資・投資以外経費の方針】 
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第 6 章 財政収支の見通し 

水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

３．投資・財政計画（収支計画） 

 

 

（１）収益的収支計画 

 

  給水人口の減少は今後も続くことが見込まれることから、水需要の大部分を占める生活

用水は減少し、料金収入が減少することが予測されます。 

  収益的支出は、これまでに実施した経営の合理化や外部委託の推進、高効率ポンプへの

更新により支出の低減に貢献することが出来ましたが、法定耐用年数が比較的短い浄水施

設の更新が計画されるため、減価償却費の増加により、支出の増加が見込まれます。 

  健全な事業経営を持続するためには、将来において適正な料金改定を行うことにより、

一定水準の料金収入を確保すると共に、経営の合理化と経費削減に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収益的支出】 

【収益的収入】 
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 水 清 き 故 郷 の 水 道 

第 6 章 財政収支の見通し 

 

（２）資本的収支計画 

 

  今後５年間の資本的収入及び支出は、令和６年度から令和 13 年度までの栗和田浄水場

更新工事（予定）が主な建設改良ですが、平成 29年度から導入したアセットマネジメント

（マクロマネジメント）のシミュレーション及び本市独自の更新基準（更新実績及び厚生

労働省資料等を参考）により平準化した投資を計画します。 

  投資の主な財源は、企業債、他会計負担金、他会計工事負担金、工事負担金とします。企

業債残高は、栗和田浄水場更新工事実施に伴い令和 11年度まで増加を続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資本的支出】 

【資本的収入】 
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第７章 水道ビジョン施策の進捗管理 

中野市水道ビジョン 改定版（中間見直し） 



 

 

第 7 章 水道ビジョン施策の進捗管理 

水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

進捗管理（フォローアップ） 

 

 新水道ビジョンに掲げた目標実現に向け施策を確実に実施していくためには、目標の達成

度や事業の取組状況などの進捗管理を定期的に行う必要があります。 

 そのため、新水道ビジョンにおいても旧水道ビジョンと同様に、Plan（計画）、Do（実施）、

Check（評価）、Action（改善）、そして再度 Plan に戻るという PDCAサイクルに基づいた進

捗管理、目標達成状況の評価を行い、あわせて社会情勢や利用者ニーズの変化に応じた見直

しや業務改善へ繋げていきます。 
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付 属 資 料 

中野市水道ビジョン 改定版（中間見直し） 



 

 

付属資料 

水 清 き 故 郷 の 水 道 

 

用語解説（五十音順・アルファベット順） 

 

 

 用 語 説   明 

あ 

行 
アセットマネジメント 

水道施設を総合的に管理する手法。日常点検や修繕などに

より施設を適正に維持管理する中で、中長期的な更新需要

見通しや財政見通しを作成することにより、事業を実施す

るための各種計画等に活かしていく手法。 

一日最大配水量
いちにちさいだいはいすいりょう

 年間の一日配水量のうち最大の水量。 

一日平均配水量
いちにちへいきんはいすいりょう

 年間総配水量を年日数で除した水量。 

受取利息及び配当金
うけとりりそくおよびはいとうきん

 
預貯金から生じる受取利息、有価証券の配当から生じる収

益。 

塩素消毒
えんそしょうどく

 

水道において用いられる最も普遍的な消毒方法。水道法に

おいて、給水される水が保持すべき残留塩素の量が規定さ

れている。 

塩素消毒
えんそしょうどく

のみ 
原水の塩素消毒のみにより浄水の水道法で規定する水質

基準に適合するもの。 

か 

行 
河川表流水
かせんひょうりゅうすい

 
河川など地表面に存在する水で、停滞しないため自流水と

も言う。 

簡易水道
かんいすいどう

 計画給水人口が 5,000 人以下の水道事業。 

管路経年化率
か ん ろ け い ね ん か り つ

（％） 

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路

の老朽化度合を示す。この指標については、明確な数値基

準はない。そのため、経年比較や類似団体との比較等によ

り自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値

となっているか、耐震性や、今後の更新投資の見通しを含

め、対外的に判断する必要がある。 
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 用 語 説   明 

か 

行 

管路更新率
かんろこうしんりつ

（％） 

当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の

更新ペースや状況を把握することができる。この指標につ

いては、明確な数値基準はないが、数値が 2.5％の場合、

すべての管路を更新するのに 40 年（管路更新が法定耐用

年数毎の場合）かかる更新ペースであることが把握でき

る。 

企業債
きぎょうさい

 

地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達す

ることにより負担する債務で、その履行が一会計年度を越

えて行われるものをいう。地方債は原則として公営企業

（水道、ガス、交通など）の経費や建設事業費の財源とし

て調達される。 

企業債残高対給水収益
きぎょうさいざんだかたいきゅうすいしゅうえき

比率
ひ り つ

（％） 

給水収益に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模

を表す指標。この指標については、明確な数値基準はない。

そのため、経年比較や類似団体との比較等により自団体の

置かれている状況を把握・分析する必要がある。 

企業債利息
きぎょうさいりそく

 企業債の発行後、各年度に支出する利息償還額。 

給水原価
きゅうすいげんか

（円） 

有収水量１m3 あたりについて、どれだけの費用がかかっ

ているかを表す指標。この指標については、明確な数値基

準はない。そのため、経年比較や類似団体との比較等によ

り自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値

となっているか、判断する必要がある。 

給水原価
きゅうすいげんか

（計算方法） 

水道水１m3 を作るために必要となる経費。 

【平成 25 年以前の旧会計制度】 

  給水原価 ＝ 

 （総費用 － 受託・材売原価）÷ 年間総有収水量 

【平成 26 年以後の新会計制度】 

  給水原価 ＝ 

 （経常費用 － 長期前受金戻入）÷ 年間総有収水量 

給水戸数
きゅうすいこすう

 給水区域内で、水道により給水を受けている世帯数。 

給 水 収 益
きゅうすいしゅうえき

 
水道事業収益のうち、通常、水道料金として収入となる

収益。 
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 用 語 説   明 

か 

行 

給水普及率
きゅうすいふきゅうりつ

 計画給水区域内人口における現在給水人口の割合。 

急速ろ過
きゅうそくろか

 凝集沈殿で沈降しない粒子を、砂ろ過で除去する方法。 

供給単価
きょうきゅうたんか

 

水道料金１m3 当りの平均単価（消費税および地方消費税

は除く）。 

供給単価 ＝ 給水収益 ÷ 年間総有収水量 

凝 集 沈 殿
ぎょうしゅうちんでん

 
原水中の微小粒子を早く沈降させるため、凝集剤により

粒子結合させる処理方法。 

行政区域内人口
ぎょうせいくいきないじんこう

 行政を行う区域、市町村単位内に住む人口。 

行政区域内水道普及率
ぎょうせいくいきないすいどうふきゅうりつ

 行政区域内人口における現在給水人口の割合。 

繰入金
くりいれきん

 
水道事業の目的とされる事業遂行に必要な財源として、必

要により一般会計から繰り入れられた資金。 

クリプトスポリジウム 

経口摂取により感染し、３～10 日ほど潜伏期間を経て激

しい水様性の下痢を発症し、数日から２～３週間ほど続

く。耐塩素性病原生物の一種。 

経常収支比率
けいじょうしゅうしひりつ

（％） 

法適用企業に用いる経常収支比率は、当該年度において、

給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費

や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標。

法非適用企業に用いる収益的収支比率は、給水収益や一般

会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を

加えた額をどの程度賄えているかを表す指標。 

減価償却費
げんかしょうきゃくひ

 

水道施設（固定資産）の価値は、時間の経過や使用によ

り減少するが、その減少分を固定資産の耐用年数に応じ

て各年度において費用計上するもの。 

現在給水人口
げんざいきゅうすいじんこう

 給水区域内に居住し、浄水の供給を受けている人口。 

原水及び浄水費
げんすいおよびじょうすいひ

 浄水場の取水、浄水、配水等に要した費用。 

さ 

行 

 

 

 

資産
し さ ん

 

本水道事業が保有する有形・無形のあらゆるもので、各

種水道施設、土地などの他に水道事業により積み重ねた

技術やノウハウなど。 

資産減耗費
し さ ん げ ん も う ひ

 
資産の滅失・紛失・価値の下落を会計上反映させるため

に用いる費用。 
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 用 語 説   明 

さ 

行 

 
施設利用率
し せ つ り よ う り つ

（％） 

一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施

設の利用状況や適正規模を判断する指標。この指標につ

いては、明確な数値基準はないが、一般的には高い数値

であることが望まれる。 

資本費繰入収益
しほんひくりいれしゅうえき

 
建設改良費に充てた企業債等の元金償還に対する繰入金

等の当年度における収益化するもの。 

受託工事収益
じゅたくこうじしゅうえき

 他から委託を受けて行う工事等に伴う収益。 

受託工事費
じ ゅ た く こ う じ ひ

 他から委託を受けて行う工事等に伴う費用。 

上水道
じょうすいどう

 計画給水人口が 5,000 人を超える水道事業。 

深層地下水
し ん そ う ち か す い

 
不透水層より深い地層に存在する地下水で、被圧地下水

とも言う。 

水質検査計画
すいしつけんさけいかく

 

水道法施行規則で水道事業者は、過去の水質検査結果、

水源周辺状況等について総合的に検討し、水質検査計画

を作成し、毎事業年度の開始前に水道の需要者に対して

情報提供することとされている。 

スペックダウン 
将来の水道サービス水準等の予測を考慮し、水道施設更

新後の性能（能力、耐用年数等）の合理化を図る手法。 

浅層地下水
せ ん そ う ち か す い

 不透水層より浅い地層に存在する地下水。 

総係費
そうがかりひ

 事業全般にかかる一般管理費。人件費、物件費の総称。 

た 

行 

 

 

 

 

ダウンサイジング 
水道施設の能力・容量・寸法・延長等を既存施設よりも

縮小または、施設構成を小型化すること。 

長期前受金戻入
ちょうきまえうけきんれいにゅう

 
補助金等を財源として取得した固定資産に係る減価償却

費の計上に合わせて、当該補助金を収益化するもの。 

調定件数
ちょうていけんすう

 料金徴収の対象とする件数。 

直接圧送
ちょくせつあっそう

 ポンプ井を持たず直接ポンプで送水する方法。 
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 用 語 説   明 

 た 

行 

 

貯水槽水道
ちょすいそうすいどう

 

貯水槽（受水槽）に始まる建物内水道のうち、市町村等

が経営する水道事業により供給される水のみを水源とす

るもの。異物（雨水・ゴミ・虫等）の混入や、貯水槽の

汚れ、管の腐食等が無いように適正な管理が必要。貯水

槽の有効容量により『簡易専用水道』と『準簡易専用水

道』に分けられる。簡易専用水道とは、貯水槽（受水

槽）の有効容量が 10 立方メートルを超えるもの。準簡

易専用水道とは、貯水槽（受水槽）の有効容量が 10 立

方メートル以下のもの。 

鉄
てつ

・マンガン 
鉄・マンガンは自然界に広く多量に分布する地質由来の

物質。 

動力費
どうりょくひ

 
水道施設のポンプ設備、浄水設備等で使用する電力費

用。 

特別損失
とくべつそんしつ

 当年度の経常的費用から除外すべき損失。 

は 

行 

配水及び給水費
はいすいおよびきゅうすいひ

 各ポンプ場及び配水設備の維持及び作業に要した費用。 

伏流水
ふくりゅうすい

 河川敷や昔河川であった箇所の砂礫層を流れる地下水。 

平準化
へいじゅんか

 

水道施設における平準化とは、更新需要を法定耐用年数

毎に行うのではなく、施設の保守点検・修繕により延命

化をはかり、更新需要を一定とすることで、施設更新へ

の投資及びそのための資金調達を一定とすること。 

ホウ素
ほ う そ

 
ホウ素は、火山地帯の地下水や温泉水が原因として原水

から検出される場合があります。 

ま 

行 

無効水量
むこうすいりょう

 給水量のうち漏水、その他損失と見られる水量。 

無収水量
むしゅうすいりょう

 
供給した配水量に対する料金徴収の対象外となった水

量。 

や 

行 

 

 

 

 

有形固定資産減価償却率
ゆうけいこていしさんげんかしょうきゃくりつ

（％） 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度

進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示してい

る。この指標については、明確な数値基準はない。そのた

め、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれ

ている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、

対外的に判断する必要がある。 
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 用 語 説   明 

や 

行 

 

有効水量
ゆうこうすいりょう

 供給した配水量に対する有収・無収水量。 

有効率
ゆうこうりつ

 
供給した配水量に対する有収・無収の対象となった水量

の割合。 

有 収 水 量
ゆうしゅうすいりょう

 供給した配水量に対する料金徴収の対象となった水量。 

有収率
ゆうしゅうりつ

（％） 

施設の稼動が収益につながっているかを判断する指標。こ

の指標は、100％に近ければ近いほど施設の稼働状況が収

益に反映されていると言えます。数値が低い場合は、水道

施設や給水装置を通して給水される水量が収益に結びつ

いていないため、漏水やメーター不感等といった原因を特

定し、その対策を講じる必要がある。 

湧水
ゆうすい

 地下水が自然に地表に表れたもの。 

ら 

行 

流動比率
りゅうどうひりつ

（％） 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標。この指標は、

１年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる

現金等がある状況を示している 100％以上であることが

必要。100％を下回るということは、１年以内に現金化で

きる資産で、１年以内に支払わなければならない負債を賄

えておらず、支払能力を高めるための経営改善を図ってい

く必要がある。 

料 金 回 収 率
りょうきんかいしゅうりつ

（％） 

給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表

した指標であり、料金水準等を評価することが可能。この

指標は、供給単価と給水原価との関係を見るものであり、

料金回収率が 100％を下回っている場合、給水に係る費用

が給水収益以外の収入で賄われていることを意味する。 

累積欠損金比率
るいせきけっそんきんひりつ

（％） 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失

で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補塡することがで

きず、複数年度にわたって累積した損失のこと）の状況を

表す指標。 
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 用 語 説   明 

ア 

ル 

フ 

ァ 

ベ 

ッ 

ト 

DBO 

Design Build Operate は公共が起債や交付金により資金

調達して、施設の設計・建設を行い、民間事業者に包括的

に委託する方式。 

PC 造 プレストレストコンクリート構造。 

PFI 

Private Finance Initiative は公共施設などの建設、維持

管理、運営を民間資金と民間が有する経営ノウハウを活

用して低廉かつ良質な公共サービスを提供することを目

的とした、新たな公共事業を運営する手法。 

RC 造 鉄筋コンクリート構造。 

SUS 造 ステンレス鋼板構造。 
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